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「宇都宮市児童相談所設置基本計画」（素案）に関する 

パブリックコメントについて 

 

１ パブリックコメントの実施状況 

⑴  意見の募集期間  令和８年１月１９日（月） ～ 令和８年２月８日（日） 

 

⑵  意見の応募者数   ２名   

意見数    ８件 

 

⑶  提出方法の内訳 

 郵送 ファクシミリ Ｅメール 持参 計 

人数 ０ ０ ２ ０ ２ 

 

２ 意見の処理状況 

区分 処理区分 件数 

Ａ 意見の趣旨等を反映し，計画に盛り込むもの ０件 

Ｂ 意見の趣旨等は，計画に盛り込み済みと考えるもの ３件 

Ｃ 今後の計画推進への意見として参考とするもの ５件 

Ｄ 計画に盛り込まないもの ０件 

Ｅ その他，要望・意見等 ０件 

計 ８件 

 

№ 区分 意見の概要 意見に対する市の考え方 

１ Ｃ 専門職種の人員体制について，

所長が１名だけの体制となって

いるが十分か。所長の不在時の対

応も記載してほしい。 

所長は，児童相談所の責任者と

して，虐待が疑われる子供の一時

保護等の権限の行使や児童相談

所の各部門の統括などを担う重

要な職種であり，責任の所在を明

確にするとともに，児童相談所に

おける多様な事案に対してバラ

つきなく一貫性を持った支援が

提供できるよう，配置数は１名と

する予定です。 

 また，所長不在時の緊急事案な

どにおいても迅速かつ適切な対

応がとれるよう，緊急連絡体制の

構築など，今後，具体的な運用に

ついて検討してまいります。 

（計画書 Ｐ１１） 
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２ Ｃ 児童虐待件数は増えている一

方で，子どもの生活指導や行動観

察等の一時保護施設業務の中核

を担う児童指導員・保育士の待遇

が悪いとなり手がすくなくなる

ことが懸念される。待遇を良くす

るなど，市としてできることはな

いのか。 

一時保護施設は，２４時間３６

５日体制で保護された子どもの

ケア・アセスメント等を行う施設

であり，業務の中核を担う児童指

導員・保育士は大きな負担を伴う

ことから，他都市施設の運用状況

等を踏まえながら，職員負担の軽

減にも十分配慮した体制の構築

や，各種手当等の処遇の充実に努

めてまいります。 

（計画書 Ｐ１２） 

３ Ｂ 「SV」とはどのような意味か。 「スーパーバイザー（Super 

Visor）」を指しており，当該職種

は児童福祉司や児童心理司に対

し，専門的見地から職務遂行に必

要な技術について指導・教育を行

います。 

（計画書 Ｐ１１，１３） 

４ Ｃ １４ページ下部の図に「女性相

談所」とあるが，「男性相談所」

はないのか。男親の相談先がない

のはなぜか。計画における「子育

て家庭等からの多様な相談に対

し」との記載のとおり，多様な相

談に対応できるよう，男性相談所

も設けるべきではないか。 

本市児童相談所においては，母

親や父親はもとより，あらゆる子

育て家庭が抱える多様な悩みや

不安等に対し，関係機関等と連携

しながら適切な支援を提供して

まいります。 

 また，「男性相談所」に関する

ご意見については，今後の市政運

営の参考とさせていただきます。 

（計画書 Ｐ１４） 

５ Ｂ 建設予定地はライトライン沿

線が良かった。 

本市児童相談所の建設予定地

については，バスやライトライン

等の公共交通機関に近接するな

ど，市民の利便性が高いことを含

め，６つの選定の視点に基づき総

合的に評価した結果，最も児童相

談所の建設地として相応しい当

該地を選定しました。 

（計画書 Ｐ１５～１７） 

６ Ｂ 一時保護施設を児童相談所に

併設するとのことであるが，近け

れば運用上の管理が楽になると

いう市側の意図を感じた。 

一時保護施設については，子ど

もの安全の迅速な確保，適切な保

護を行うことに加え，援助方針の

決定に係る子どもの心身の状況，

置かれている環境などの状況を

把握するため，児童相談所職員と

の定期的な面談や必要に応じて
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心理診断等を行う必要がありま

す。 

 このため，本市においては，こ

れらに係る移動等の子どもの心

身への負担軽減や，児童相談所と

一時保護施設間での情報共有等

の円滑化によるケアの質の向上

等を図るため，独自の一時保護施

設を児童相談所に併設すること

としたところであります。 

（計画書 Ｐ１０） 

７ Ｃ 市においては，虐待対応に加

え，現在，学校が対応しており，

今後増加すると思われる虐めの

加害者の保護・更生も運用に入れ

てはどうか。 

児童相談所では，非行やぐ犯，

触法相談にも対応しており，子ど

もに対する生活や心身の状況等

の調査や生活指導のほか，必要に

応じて一時保護し，自立援助支援

等に繋げるなどの支援を行いま

す。 

 本市児童相談所の供用開始に

向けては，学校や警察等の関係機

関との連携方策を検討し，こうし

た子どもに対する更生等の支援

を行ってまいります。 

（計画書 Ｐ６） 

８ Ｃ 幼稚園や学校，行政において連

携という言葉をよく聞くが，これ

らに相談をしても，十分な連携が

図られず，何度も説明・相談をす

ることになるなど，１カ所・１回

で終わらないため，面倒で行きた

くなくなる。相談者の情報等をデ

ータベースで共有するなど，相談

者に対し，相談しようと思っても

らえる円滑な連携が可能な組織

となるよう，期待している。 

ご指摘の通り，相談からワンス

トップで必要な支援を受けられ

る体制を構築することは大変重

要であるため，児童相談所の供用

開始に向けては，様々な相談者情

報のデータ連携をはじめとした，

関係部署・団体間との情報共有・

連携方策を検討するなど，市民に

身近なサービスを提供する基礎

自治体としての強みを活かし，誰

もが気軽に来所できる児童相談

所を目指してまいります。 

（計画書 Ｐ１４） 

 


